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高知市高齢者保健福祉計画推進協議会 委員名簿 

任期：令和５年４月１日～令和８年３月 31日 

※大畑委員は令和５年７月 12日～ 

所属 役職等 委員氏名 

１ 国立大学法人高知大学 教授 安田 誠史 

２ 一般社団法人高知県作業療法士会 会長 浅川 英則 

３ 一般社団法人高知市医師会 理事 植田 一穂 

４ 一般社団法人高知市歯科医師会 会長 宮川 慎太郎 

５ 公益社団法人高知県栄養士会 会長 新谷 美智 

６ 公益社団法人高知県薬剤師会 高知市薬剤師会会長 植田 隆 

７ 公益社団法人高知県理学療法士協会 会長 大畑  剛 

８ 
公益社団法人 

高知市シルバー人材センター 
局長 藤原 好幸 

９ 
公益社団法人 

認知症の人と家族の会高知県支部 
代表 楠木 司 

10 高知県医療ソーシャルワーカー協会 会長 中本 雅彦 

11 高知県ホームヘルパー連絡協議会 副会長 川田 麻衣子 

12 高知県老人福祉施設協議会 副会長 福田 晃代 

13 高知市居宅介護支援事業所協議会 理事 森田 誠 

14 高知市民生委員児童委員協議会連合会 副会長 公文 康俊 

15 高知市老人クラブ連合会 副会長 北代 俊雄 

16 社会福祉法人高知市社会福祉協議会 常務理事 池内 章 

17 
特定非営利活動法人 

高知市身体障害者連合会 
会長 中屋 圭二 

18 公募委員 小笠原 育子 

19 公募委員 西村 敦司 

20 公募委員 藤田 千夏 
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●高知市高齢者保健福祉計画推進協議会条例 

(平成 27年 4月 1日条例第 47号) 

（設置） 

第１条 高知市高齢者保健福祉計画（以下「高齢者保健福祉計画」という。）及び高知市介

護保険事業計画（以下「介護保険計画」という。）の策定及び推進等に当たり，広範な市

民の意見を反映するため，高知市高齢者保健福祉計画推進協議会（以下「協議会」とい

う。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は，次に掲げる事項について協議する。 

(1) 高齢者保健福祉計画及び介護保険計画の策定に関すること。 

(2) 高齢者保健福祉計画及び介護保険計画に基づく諸施策の進捗状況に関すること。 

(3) 高齢者保健福祉計画及び介護保険計画の推進の方策に関すること。 

(4) 高齢者保健福祉計画及び介護保険計画の見直しに関すること。 

(5) 高齢者保健福祉計画と介護保険計画との調和に関すること。 

(6) その他高齢者保健福祉計画及び介護保険計画の推進に関すること。 

（組織） 

第３条  協議会は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員20人以内で組織する。 

(1) 学識経験者 

(2) 関係団体の役職員 

(3) 市民 

(4) その他市長が特に必要と認める者 

２ 前項第３号の委員は，公募によるものとし，その選考に当たっては，高知市高齢者保健

福祉計画推進協議会公募委員選考委員会（以下「選考委員会」という。）において審査

する。 

３ 委員の公募の実施並びに選考委員会の組織及び運営について必要な事項は，市長が 

別に定める。 

（委員の任期） 

第４条  委員の任期は，３年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間と

する。 

２ 委員は，再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条  協議会に会長及び副会長１人を置き，委員の互選によりこれを定める。 

２  会長は，会務を総理し，協議会を代表する。 

３  副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職務

を行う。 

（会議） 

第６条  協議会の会議は，会長が必要に応じて招集し，会長が議長となる。 
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（資料提供その他の協力等） 

第７条 協議会は，その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは，関係部局そ

の他の者に対し，資料の提出，意見の表明，説明その他必要な協力を求めることができ

る。 

（守秘義務） 

第８条 委員は，その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様

とする。 

（専門部会） 

第９条 協議会の所掌事項について専門的に協議する必要があるときは，協議会に専門

部会を置くことができる。 

２  専門部会の組織及び運営について必要な事項は，市長が別に定める。 

（庶務） 

第10条  協議会の庶務は，健康福祉部において処理する。 

（その他） 

第11条 この条例に定めるもののほか，協議会の運営について必要な事項は，会長が協

議会に諮って定める。 

附 則     

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において置かれていた高知市高齢

者保健福祉計画推進協議会（高知市高齢者保健福祉計画推進協議会設置要綱（平成６

年７月26日制定）の規定に基づき組織されたものをいう。以下「旧協議会」という。）は，

協議会となり，同一性をもって存続するものとする。 

３ この条例の施行の際現に旧協議会の委員として市長から委嘱されている者及び旧協議

会の会長又は副会長に選任されている者は，施行日において協議会の委員に委嘱され，

又は会長若しくは副会長に選任されたものとみなす。ただし，その任期は，第４条第１項

の規定にかかわらず，旧協議会の委員並びに会長及び副会長としての残任期間に相当

する期間とする。 
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●高齢者保健福祉計画の施策体系 

1 １-１

１-２

１-３

2 ２-１

２-２

２-３

２-４

２-５

3 ３-１

３-２

３-３

4 ４-１

４-２

5 ５-１

５-２

５-３

災害時等でも安心して暮らし続けられる支援

基本理念　　：　　『　ちいきぐるみの支え合いづくり　』

【基本目標】 【施策の方向性】

いきいきと暮らし続けられる

～高齢者の健康増進・社会参加による
健康寿命の維持向上及び介護予防の推進～

健康づくりの推進

生活支援サービスの充実

市民が主体となる地域活動の推進

安心して暮らし続けられる

～暮らしに不安を持つ高齢者・家族等の
生活を支える施策の推進～

ひとりになっても安心して暮らし続けられる支援

認知症になっても安心して暮らし続けられる支援

重度の要介護状態になっても安心して暮らし続けられる支援

安心して暮らし続けられるための権利を守る支援

多様なサービスを効果的に受けられる

～保険者によるマネジメント機能の強化・推進～

多様な主体との考え方や方向性の共有

地域包括支援センターの機能強化

地域分析に基づく保険者機能の強化

住み慣れた地域で暮らし続けられる

～暮らしに不安を持つ高齢者・家族等の
生活を支える施策の推進
（住環境・公共交通など）～

多様な暮らし方の支援

暮らしの中で受けられる介護サービスの充実

公共空間や交通のバリアフリー化

介護や看護に従事する人たちが
誇りとやりがいを持って働き続けられる

～介護事業所・従事者の質の向上，
労働環境の整備促進～

事業所の質の向上

事業所の職場環境の改善支援
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報告・協議事項 
 

１ 高齢者保健福祉計画・第９期介護保

険事業計画（令和６～８年度）の素案に

ついて 

 

 別紙資料１をご覧ください。 

 第３回高知市高齢者保健福祉計画推

進協議会後に修正した主な内容につ

いては，次頁以降に記載しています

ので，ご参照下さい。 
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高知市高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画（令和６～８年度）

素案の主な修正点について 

内容 該当頁 修正内容 

第２章 

第２節 

Ｐ15～

24 

令和５年９月末時点を基本として，算出できる数値に修正していま

す。 

なお，令和５年度の事業実施が終了している場合は，令和５年度

又は３年間の実績値を記載しています。 

第３章 

第１節 
Ｐ57 

「５ 多様なサービスを効果的に受けられる」 

最後の段落に記載している「高齢者の自立支援」については，高

齢者自身も関係者も「高齢者の自立支援」についての考え方を理解

し，多様なサービスを効果的に受けることができるよう啓発していく必

要があります。 

そのため，「高齢者や関係者が」を追記し，「保険者として介護保

険施策を推進するためには，高齢者や関係者が高齢者の自立支援

についての考え方を理解し，・・・」に修正しています。 

第３章 

第２節 
Ｐ59 

高知市がめざす地域包括ケアシステムの姿（イメージ図）を修正 

中心に「住まい」を追記し，生活を支える医療の枠内に「在宅医療」

を追加しています。 

第４章 

１－１ 

健康づくり・介護

予防の推進 

Ｐ67 

タイトル下の文章３段落目を修正 

「フレイル状態にある（中略）本市でも，令和３年度から「高齢者の

保健事業と介護予防の一体的実施」に取り組んでいます。」 

↓ 

「フレイル＊状態にある（中略）本市でも，生活習慣病の重症化リス

クの高い高齢者や健康状態の把握ができていない人に対して医療

専門職の家庭訪問による受診勧奨・健康指導等に取り組んでいきま

す。」 

第４章 

１－２ 

生活支援サービ

スの充実 

Ｐ71 

事業等内容の「第１層協議体の開催」の説明文を修正 

「市全域を対象範囲として，認知症高齢者が行方不明になった場

合の対応策など，関係機関と連携し具体的な・・・」 

↓ 

「今後，高齢化の進展に伴い，市全域で検討していかなくてはいけ

ない認知症支援や移動支援など課題別に関係機関と連携し具体的

な・・・」 
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第４章 

２－２ 

認知症になっても

安心して暮らし続

けられる支援 

Ｐ82 

タイトル下の文章４段落目を修正 

「65歳未満で発症する若年性認知症＊の人は，（中略）仕事との両

立など社会的，経済的な面からの特徴を踏まえて，適切な支援につ

いて関係機関と連携した活動に取り組みます。」 

↓ 

「65歳未満で発症する若年性認知症＊の人は，（中略）仕事との両

立が課題になることなど社会的，経済的な面からの特徴を踏まえて，

適切な支援について関係機関と連携した活動に取り組みます。」 

第４章 

２－２ 

認知症になっても

安心して暮らし続

けられる支援 

Ｐ82 

事業等内容の「認知症地域支援推進員の配置」の説明文を修正 

「各地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置し，

（中略）できるだけ早期に把握できるよう，認知症に関する普及啓発

に取り組みます。」 

↓ 

「各地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置し，

（中略）できるだけ早期に把握できるよう，相談窓口の周知に取り組

みます。」 

第４章 

２－３ 

重度の要介護状

態になっても安心

して暮らし続けら

れる支援 

Ｐ87 

タイトル下の文章２段落目を修正 

「医療と介護の関係機関が連携して，切れ目なく医療と介護を提

供することで，医療と介護の両方を必要とする高齢者等が，住み慣

れた地域で自分らしい生活を続けることができることをめざします。ま

た，実現に向けては，在宅療養を支える各専門職種が，（中略）支援

します。」 

↓ 

「医療と介護の関係機関が連携して，切れ目なく支援することで，

医療と介護の両方を必要とする高齢者等が，住み慣れた地域で自

分らしい生活を人生の最期まで続けることができることをめざしま

す。また，実現に向けては，本人の望む暮らしや医療，ケアについて

確認しながら，その思いを尊重して，本人の持つ力を最大限生かす

よう支援することが重要です。そのために，在宅療養を支える各専門

職種が，（中略）支援します。」 

第４章 

２－３ 

重度の要介護状

態になっても安心

して暮らし続けら

れる支援 

Ｐ88 

事業等内容の「ＡＣＰ（人生会議）の普及」の説明文を修正 

「本人が望む生活や（中略）共有する機会を持つことができるよう，

ＡＣＰ（人生会議）の普及に努めます。」 

↓ 

「本人が望む生活や（中略）共有する機会を持つことができるよう，

「知っちょいてノート」の活用等を通して，ＡＣＰ（人生会議）の普及に

努めます。」 
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第４章 

２－４ 

安心して暮らし続

けられるための

権利を守る支援 

Ｐ89 

事業等内容の「成年後見制度の利用促進」の説明文を修正 

「中核機関において，出前講座や成年後見セミナーの開催等によ

り，広く市民に成年後見制度に関する普及啓発に取り組みます。」 

↓ 

「中核機関において，出前講座や成年後見セミナーの開催等によ

り，市民に後見制度を周知し，制度の利用促進に取り組みます。」 
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